
「令和８年度ベトナム社会主義共和国における人材サポート体制構築業務」に関する質問に対する回答 

 

 

令和８年２月３日 

No. 
募集要領・仕様書 

該当箇所 
質問 回答 

1 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

募集要領 第 2の 9項に基づき、共同

提案が可能であることを確認してい

ますが、共同提案時の条件（責任主

体・評価方法・契約主体）について、

以下の点を確認させてください 

(1) 契約主体は代表企業単独となる

認識でよいか 

(2) 構成団体の役割は提案書内で規

定すれば問題ないか 

企画提案募集要領に記載のとおりで

す。 

2 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3 

共同提案において、本事業に必要な

許認可（職業紹介、現地許認可等）

について、構成団体が要件を満たす

ことで補完、代表ではなく構成団体

が保持している” ケースでも、応募

要件を満たすと判断されますか。 

当該ケースにおいて応募要件は満た

しますが、「企画提案募集要領」第 2

第 9 に記載のとおり、業務遂行に当

たっては代表者の責任において行う

点について留意願います。 

3 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

共同提案における責任分担につい

て、県が求める最小要件（例：体制

図・分担比率・窓口担当責任、分担

割合等）はありますか？ 

ありません。 

業務遂行に当たっては代表者の責任

において行ってください。 

4 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

共同提案時に再委託の扱いが変わる

点（禁止・制限など）はありますか？ 

企画提案募集要領 第 2 第 9 に記載

しているとおり、共同提案のときは、

代表者が県の契約相手方となり、代

表者以外の共同提案者は、県との関

係では再委託者です。この場合にお

いて、共同提案であっても、単独提

案であっても、再委託の扱いは変わ

りません。 

5 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3、9 

共同提案の形ではなく、部分的な再

委託は可能でしょうか。可能な場合、

再委託先に求められる要件（法令上

の許可・認可・免許等の要否を含む）

と、企画提案時点で提出が必要な資

共同提案のときの代表者以外の共同

提案者について再委託と整理してい

るため、単独提案のときも部分的な

再委託は可能です。法令上、再委託

する業務について、実施者（再委託



料の範囲をご教示ください 先）の許可、認可、免許等が必要な

ときは、その者が許可等を得る必要

があります。提出資料は制限しませ

んが、企画提案募集要領 第 5第 4に

規定しているとおり実施体制は審査

項目ですので、遂行体制、リスク管

理体制の観点から、説明に足る資料

をご検討ください。 

6 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

本事業において、宮城県の「物品・

役務に係る入札参加資格」への登録

は必須でしょうか。   

必須の場合：共同提案時は代表のみ

登録でよいか、構成団体も必要か。 

「企画提案募集要領」第 2 に記載の

要件を満たす方であれば参加いただ

けます。 

7 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

入札参加資格が必須の場合、現在、

弊社は資格を有していないが、提案

時に資格がなくても参加可能か？ 

もしくは登録処理を間に合わせるこ

とは可能か？？ 

上記 No.6に同じです。 

8 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3 

本業務の遂行にあたり、日本国内で

必要となる可能性がある許可・免許

（例：有料職業紹介事業許可等）に

ついて、県として想定しているもの

があればご教示願います。 

その許可・免許が必要となる場合、

代表事業者が保有している必要があ

りますか。 

共同提案／再委託の枠組みで、構成

員・再委託先が保有していれば適合

となりますか。 

前段についてはありません。 

後段については、上記 No.2及び No.5

に同じです。 

9 仕様書 

6 業務内容 

⑷ハ 

登録 30 名の要件について県として

想定する「登録者の望ましい人物像

（例：日本語レベル、職種・専攻、

就業意欲、就業可能時期等）」や、選

定に用いる基準があればご教示くだ

さい 

仕様書 6⑶ニに記載のとおりです。 

10 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

当事業の対象になる OCJLSの過去 3

年の入学実績（人数・国別）をご提

供可能でしょうか。 

公表しておりません。 



11 仕様書 

6 業務内容 

⑸イ（イ） 

OCJLS の HP によると定員が 60 名と

なっています（https://www.osaki-

jls.com/about/） 

留学生 80 名募集は増員ですか？目

標ですか？？ 

仕様書 6⑸イ（イ）に記載していると

おり、「想定」です。 

12 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

留学生の負担額（学費・寮費）が高

額であると認識しており可能であれ

ば以下確認したく存じます。 

大崎市補助：留学生支援金（給付型

奨学金）の給付条件・金額・対象期

間の詳細をご教示願います。 

大崎市のホームページをご確認くだ

さい。 

https://www.city.osaki.miyagi.jp

/shisei/soshikikarasagasu/shimin

kyodousuishimbu/tayouseishakaisu

ishinshitsu/tabunkakyouseisuishi

n/20475.html 

13 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

実際にベトナム人留学生が学費とし

て支払う想定金額は各コースでいく

ら位を見込んでいますか？ 

おおさき日本語学校及び No.12 回答

に記載の大崎市ホームページをご確

認ください。 

14 仕様書 

6 業務内容 

⑸イ（イ） 

事業においては 80 名募集の予定に

なっています。応募してきた学生か

ら学校側が選抜するということでし

ょうか？ 

お見込みのとおりです。 

15 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

当事業においては留学生が対象と理

解していますが、対象の課程は進学

2年、1年 6か月、1年課程の３つで

よいでしょうか？ 

それ以外（留学生以外）は対象にな

らないとの理解で正しいでしょう

か？ 

仕様書 6⑸ニ（ハ）に記載のとおり、

留学生以外も対象となる場合があり

ます。 

16 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

過去当事業を利用して実際に留学さ

れた学生は各年・各国、何名でしょ

うか？ 

 過去において応募して選抜されな

かった志願者はいますか？その場

合、各年・各国、何名ほどですか？ 

お答えしかねます。 

17 ― 過年度の同種事業において、宮城県

側で把握している課題・改善点があ

れば共有可能でしょうか。   

（提案内容の質向上のため） 

お答えしかねます。 

 


